
ひばりヶ丘駅北口地区 街並み再生地区 区域図
凡例

街並み再生地区の区域
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街並み再生地区の指定（案）
東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき街並み再生地区を次のように指定する。

名　　　　称：ひばりヶ丘駅北口地区

位置及び区域：西東京市ひばりが丘北三丁目、四丁目地内（区域は区域図の通り）

面　　　　積：約４．１ha

1



ひばりヶ丘駅北口地区　街並み再生方針（案）

１ 整備の目標

（１）まちづくりの目標
　ひばりヶ丘駅北口地区は、地域に密着した小規模店舗の集

積による賑わいのある商店街が形成されており、隣接する住

宅地とも調和した生活利便性の高い商業地であるとともに、

広域的な中心性を備えた生活拠点として、西東京市のまちづ

くり方針においても商業拠点地区に位置づけられている。　

　本地区では、道路等の都市基盤が不足していることから、

安全・快適な歩行者空間の確保、合理的な土地利用、防災性

の向上などが課題となっており、また、西東京都市計画道路 3・

4・21 号ひばりが丘駅北口線（駅前道路及び広場、以下「西 3・

4・21 号線」）の整備にあわせて、沿道の建物更新に伴う賑

わい施設の誘導や駅前通りにふさわしい街並みの形成を図る

ことが期待されている。

　このような西 3・4・21 号線の整備を契機とした敷地の統

合、建物の共同建替え、土地の高度利用などによる街区再編

を進め、商業施設を中心とした賑わいの維持・創出、安全で

快適な歩行者環境への改善、駅及び駅周辺施設利用者の利便

性の向上を図ることにより、地区全体の防災性の向上と魅力

と活力のある商業拠点の形成を目指す。

※将来像は、敷地統合・共同建替え等が進んだ場合の街の姿をイメージとして示したものであり、

今後の土地活用を規定するものではありません。
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１ 整備の目標 ⅰ）  賑わいの維持・創出　～魅力的な商業集積、買い物環境の充実～
　建物低層部への賑わい施設（商業施設等）の導入や店先空間の確保により、商店街を中心とした既存の賑わいの維持・向上及び西３・４・

21号線等の沿道を中心とした新たな賑わいの創出を図り、地区全体の賑わい機能の充実と快適な買い物環境の形成を目指す。

ⅱ）  歩行者環境の改善　～安全で快適な歩行者空間の確保～
　西３・４・21号線の整備と、既存の歩行者ネットワークを補完する空地（歩道状空地、貫通通路等）の確保により、地区全体の歩行

者環境の改善を図り、駅を中心とした回遊性の高い歩行者ネットワークの形成と安全で快適な歩行者空間の確保を目指す。

ⅲ）  利便性の向上　～駅利用者及び買い物客の利便性の向上～
　生活支援施設（子育て支援施設、高齢者支援施設、地域交流施設等）の導入や駐車・駐輪施設の整備、駅へのアクセス性の向上やオー

プンスペース等の確保により、駅及び駅周辺施設利用者の利便性の向上を図り、地区全体の都市機能の充実と市街地環境の改善を目指す。
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凡例

　　　駅周辺の面的な賑わい　

　　　沿道の連続的な賑わい
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ⅰ）賑わいの維持・創出のイメージ ⅱ）歩行者環境の改善のイメージ ⅲ）利便性の向上のイメージ

凡例

　　　　　自動車・歩行者　

　　　　　歩行者

凡例

 　　　  　駅へのアクセス性の向上

※生活支援施設、駐車・駐輪施設、オープンスペースは、地区全

体に必要とすることを表すイメージ図であり、位置等を特定す

るものではありません。

　   



１ 整備の目標
（方針図１）

（２）ゾーン別の目標　

《センターゾーンＡ》
 ゾーン全体の賑わい施設の充実と敷地統合、共同建替えを促進し、生活拠点にふさわ

しい賑わい形成と土地の合理的かつ健全な高度利用、西 3・4・21号線の整備にあわ

せた良好な街並み形成を誘導する。また、歩行者デッキの整備や駅周辺施設のバリアフ

リー化とともに、駅前広場を中心とした歩行者の集散動線や駅南北を連絡する交通動線

を確保することにより、駅へのアクセス性や地区内の回遊性の維持・向上を図る。

《センターゾーン B》
　沿道を中心とした賑わい施設の充実と敷地統合、共同建替えを促進し、通りの連続的

な賑わい形成と土地の合理的かつ健全な高度利用、西 3・4・21号線の整備にあわせ

た良好な街並み形成を誘導する。また、既存の道路ネットワークを補完し、街区内を貫

通する通路等の整備を誘導することにより、地区内の回遊性や利便性の向上を図る。

《拠点連携ゾーンＡ》
　商店街の賑わい施設の維持と敷地統合、共同建替えを促進し、地域密着型の賑わい形成と一体的な街並み形成、快適な歩行者空間

の確保を誘導する。

《拠点連携ゾーンＢ》
　賑わいや利便性の向上に資する拠点的な施設の充実と敷地統合、共同建替えを促進し、住居系土地利用との調和に配慮した賑わい

及び街並み形成、土地の合理的な利用を誘導する。また、各ゾーンと連続する歩行者及び自動車動線を確保することにより、地区内

の回遊性や利便性の向上を図る。

※詳細は方針図１を参照
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センターゾーンＡ
駅前広場周辺のイメージ

センターゾーンＡ・Ｂ
都市計画道路沿道のイメージ

拠点連携ゾーンＡ 拠点連携ゾーンＢ
商店街のイメージ 歩行者・自動車動線のイメージ
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２ 整備すべき公共施設・
その他公益的施設に
関する事項

（方針図２）

《交通動線の整備》
　市街地の更新にあわせた安全な街区の形成及び地区内の円滑な交通処理と回遊性の高い歩行者空間の形成に資する道路ネットワー

クを、交通動線として確保する。特に、主要交通動線については、駅南口と西 3・4・21 号線を連絡する主要な歩行者・自動車ネットワー

クとして、安全かつ快適な歩行者環境の整備を図る。

《歩行者動線、歩行者デッキの整備》
　駅利用者のアクセス性と利便性の向上を図るため、駅前広場を中心に放射状に広がる歩行者動線を確保し、歩道状空地や貫通通路

の整備によりその機能の充実を図る。また、より利便性の高い動線の確保と一体的な駅前空間の創出を図るため、歩行者デッキの整

備を誘導する。

《公開空地の整備》
　地区の環境向上に資する公開空地として、交通動線及び歩行者動線を補完する歩道状空地、貫通通路の整備とともに、駅前広場、

交通動線及び歩行者動線との一体性や周辺の居住環境に配慮した広場状空地の整備を誘導する。このうち、広場状空地については、

センターゾーンＡにおいて敷地面積 1,000 ㎡以上の規模を有する場合、原則として設けることとする。

《駐車・駐輪施設の整備》
　駅利用者及び商店街利用者の利便性を確保するため、拠点連携ゾーンＢにおいて、一般公共の用に供される駐車・駐輪施設の整備

を誘導する。また、地区全体の快適な買い物環境の形成を図るため、商業施設における附置義務台数以上の駐輪施設の整備を誘導する。

３ 土地の区画形質の変更
に 関する基本的事項

（１）敷地統合、共同建替えの誘導
　良好な街並み景観の形成、土地の合理的な利用を図るため、西 3・4・21 号線の整備により発生する残地の統合、敷地統合、共同

建替えを誘導する。尚、敷地統合の規模は以下を目標とする。

　センターゾーンＡ：1,000 ㎡以上、センターゾーンＢ：500 ㎡以上、拠点連携ゾーンＡ：300 ㎡以上、拠点連携ゾーンＢ：500 ㎡以上
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４ 建築物等に関する
基本的事項

（方針図３）

（１）建築物等の配置及び形態

《建築物の壁面の位置の制限》

①西 3・4・21 号線に面する建築物は、建物前面の空地整備を誘導するとともに、壁面位置の整った統一感のある街並み景観の形成

を図るため、道路境界線からの壁面後退（１号壁面線）を定める。

②主要交通動線に面する建築物は、安全かつ快適な歩行者空間を確保するとともに、壁面位置の整った統一感のある街並み景観の形

成を図るため、道路中心線からの壁面後退（２号壁面線）を定める。

③その他の交通動線に面する建築物は、建物前面の空地整備を誘導するとともに、軒高の整った統一感のある街並み景観の形成、通

りの圧迫感の低減を図るため、建物高さに応じた道路境界線からの段階的な壁面後退（３号壁面線）を定める。

④隣接する住宅地への配慮が必要となる道路に面する建築物は、建物前面の空地整備を誘導するとともに、軒高の整った統一感のあ

る街並み景観の形成、居住環境の保護を図るため、建物高さに応じた道路境界線からの段階的な壁面後退（４号壁面線）を定める。

《建築物の高さの制限》
①センターゾーンＡは、周辺市街地への影響に配慮しつつ駅前にふさわしい土地の高度利用と良好な街並み形成を図るため、建築物

の高さの 高限度を 45m とする。ただし、西 3・4・21 号線に面する 1,000 ㎡以上の敷地において、 敷地面積の 10％以上の広

場状空地を確保したものについては、建築物の高さの 高限度を 60 ｍとする。

②センターゾーンＢ、拠点連携ゾーンＡ、拠点連携ゾーンＢは、良好な街並み形成と周辺市街地への影響に配慮し、建築物の高さの

高限度を 40m とする。ただし、第一種低層住居専用地域における建築物の高さの 高限度は 20 ｍとする。

（２）建築物の用途

①西 3・4・21 号線、一番通り、ひばり通り、ひばりが丘北通りに面する建築物の１階部分（共用部分を除く）の用途は、原則とし

て賑わい施設（商業施設等）とする。なお、賑わい施設の導入に関する基準は別途定める。

②「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条第 6 項各号に該当する営業の用に供するものを制限する。
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（３）その他配慮すべき事項

① 建築物等の色彩については、周辺との調和に配慮し、落ち着きの感じられる街並み景観の形成を図る。

② 屋外広告物については、建築物との一体性や周辺との調和に配慮した位置、規模、色彩等とし、街並みの統一感や沿道の雰囲気づ

くりに寄与するような表示・掲出を図る。

５ 緑化に関する
基本的事項

　賑わいと潤いの共存する街並み景観の形成と都市環境への負荷の低減を図るため、目で見て楽しめる緑の創出や隣接する住宅地との

調和を考慮し、沿道空間を中心とした計画的な緑化を進める。特に、西 3・4・21 号線に面する敷地においては、敷地の前面（接道部）

や建築物の緑化など、歩行者等から見える緑化を誘導することにより、街路樹と一体となった緑豊かな沿道空間の創出を目指す。

① 「西東京市人にやさしいまちづくり条例」で定める基準以上の緑化に努める。

② 地表部の緑化とともに、屋上緑化や壁面緑化など建築物の緑化に努める。

③ 道路からの壁面後退部分（１号、３号、４号壁面線が指定されている敷地の部分）については、店先空間としての賑わいの演出と

ともに、植栽帯やプランターの設置等、簡易な緑化による潤いの演出に努める。

④ 広場状空地については、その面積の 30％以上を緑化する。

⑤ 歩道状空地及び貫通通路については、十分な歩行空間の確保に配慮しつつ、中高木による緑化や植栽帯、花壇等の配置による効果

的な緑化に努める。
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６ 実現に向けて講ずべき
措置

（参考図）

街並み再生の貢献に基づく容積率の割増
　本地区の課題解消や将来像の実現等、街並み再生に必須となる貢献の評価を《街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 ①》、より良

いまちづくりの実現に係る貢献の評価を《街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 ②》とし、以下の通り容積率の割増を定める。

《街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 ①》
　下記に示す街並み再生の貢献項目の内容を「再開発等促進区を定める地区計画」の地区整備計画に定めることとし、容積率の割増①

による容積率の 高限度は、表１の通りとする。

〈街並み再生の貢献項目〉　　　　

ア：本方針２「整備すべき公共施設・その他公益的施設に関する事項」における交通動線・歩行者動線の整備

イ：本方針４「建築物等に関する基本的事項」における建築物の壁面の位置の制限、建築物の高さの制限、建築物の用途

〈容積率の最高限度〉

   ・ 西 3・4・21 号線に面する敷地の場合

　センターゾーンＡは容積率の 高限度を 500%、センターゾーン B は容積率の 高限度を 350% とする。

   ・ 主要交通動線に面する敷地の場合

　容積率の 高限度を 480% とする。

  ・交通動線Ⅱに面する敷地の場合

　容積率の 高限度を 220% とする。

   ・ その他の道路に面する敷地の場合

　センターゾーン A、センターゾーン B、拠点連携ゾーン A は容積率の 高限度を 300%、拠点連携ゾーンＢは容積率の 高限

度を 200% とする。
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ゾーン区分
センターゾーン 拠点連携ゾーン

A B A B

敷地条件
西３・４・２１号線

に面する敷地

主要交通動線に

面する敷地

その他の道路に

面する敷地

西３・４・２１号線

に面する敷地

その他の道路に

面する敷地
-

交通動線Ⅱに面

する敷地

その他の道路に

面する敷地

容積率の
高限度

500％ 480％ 300％ 350％ 300％ 300％ 220％ 200％

【表１：容積率の割増①による容積率の 高限度】



６ 実現に向けて講ずべき
措置

（参考図）

《街並み再生の貢献に基づく容積率の割増②》
　次に示す街並み再生の貢献項目の内容について整備を行う場合は、各貢献項目に応じた容積率を《容積率の割増②》とし、《容積率

の割増①》に加算することができる。ただし、各貢献項目の内容を「再開発等促進区を定める地区計画」の地区整備計画に定めるこ

ととし、この場合の容積率（割増①＋割増②）の 高限度は、表２の通りとする。

〈センターゾーンにおける街並み再生の貢献項目〉

ア：歩行者デッキの整備

　センターゾーン A の駅前広場に面する敷地において、駅と駅周辺の歩行者動線を有効に接続する歩行者デッキを整備する場

合は 50% とする。

イ：隣接地との敷地統合

　２以上の敷地（街並み再生地区指定時点において建築物の立地や駐車場等の利用がなされる又は利用することが可能な土地及

び都市計画道路事業により発生した残地）を統合し、統合後の敷地面積が、センターゾーン A において 1,000 ㎡以上となる場

合は 50%、500 ㎡以上 1,000 ㎡未満となる場合は 30%、500 ㎡未満の場合は 15%、センターゾーン B において 500 ㎡

以上となる場合は 50%、500 ㎡未満の場合は 30% とする。

ウ：貫通通路の整備

　貫通通路（建築物の屋内外を通りぬけ、道路等の相互間を有効に連絡する一般に開放された歩行者通路）を整備する場合は 30％

とする。

エ：広場状空地の整備

　敷地面積が本方針３に定める規模以上で、敷地面積の 10% 以上を広場状空地（建築物の屋内外に設けるもの、敷地等を貫通

し広場と連続的に整備される通路を含むことができる）として整備する場合は 20% とする。なお、広場状空地については、セ

ンターゾーンＡにおいて敷地面積 1,000 ㎡以上の規模を有する場合、原則として設けることとする。
9

【表２：容積率の割増②を加算する場合の容積率の 高限度】

ゾーン区分
センターゾーン 拠点連携ゾーン

A B A B

敷地条件
西３・４・２１号線

に面する敷地

主要交通動線に

面する敷地

その他の道路に

面する敷地

西３・４・２１号線

に面する敷地

その他の道路に

面する敷地
-

交通動線Ⅱに面

する敷地

その他の道路に

面する敷地

容積率の
高限度

650％ 580％ 450％ 450％ 400％ 400％ 370％ 350％



10

６ 実現に向けて講ずべき
措置

（参考図）

オ：壁面の位置の制限の強化

　3 号壁面線に面する敷地において、高さ 4m 以下の部分の壁面後退を 1.5 ｍとした場合は 20％とする。

カ：２階部分への賑わい施設（商業施設等）の導入

　センターゾーン A において、２階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入する場合は 20％（２階部分は建築物の共用部分

を除く床面積の 2/3 以上）とする。

キ：生活支援施設の導入

　１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入することに加え、地域に不足する又は特に駅前立地が求められる生活支援施設（子

育て支援施設、高齢者支援施設、地域交流施設等、生活拠点の形成に資する施設）を導入した場合は 20％とする。なお、生活

支援施設の導入に関する基準については別途定める。

ク：特定の道路以外への賑わい施設（商業施設等）の導入

　センターゾーンＡの本方針４-（２）- ①に定める道路（西 3・4・21 号線、一番通り、ひばり通り、ひばりが丘北通り）以

外の道路に面する敷地において、１階部分（共用部分を除く）へ賑わい施設（商業施設等）を導入した場合は 10% とする。

ケ：駐輪施設の拡充

　「西東京市人にやさしいまちづくり条例」第 48 条に定められた商業施設等における駐輪施設の附置義務の適用を受けるもの

のうち、設置基準の 1.5 倍以上の収容台数を整備する場合は 5％、2.0 倍以上の収容台数を整備する場合は 10％とする。

コ：見える緑化（接道部の緑化、壁面・屋上緑化等）

　西 3・4・21 号線に面する敷地において、接道部緑化、壁面・屋上緑化を行う場合は 5％とする。なお、緑化に関する基準

については別途定める。

〈拠点連携ゾーンにおける街並み再生の貢献項目〉

ア：駐車・駐輪施設の整備

　拠点連携ゾーン B において、一般公共の用に供される駐車・駐輪施設を 500 ㎡以上整備する場合は 30％、1,000 ㎡以上

整備する場合は 50％とする。

イ：隣接地との敷地統合

　２以上の敷地（街並み再生地区指定時点において建築物の立地や駐車場等の利用がなされる又は利用することが可能な土地）

を統合し、統合後の敷地面積が、拠点連携ゾーン A において 300 ㎡以上となる場合は 50%、300 ㎡未満の場合は 30%、拠

点連携ゾーン B において 500 ㎡以上となる場合は 50%、500 ㎡未満の場合は 30% とする。

ウ：貫通通路の整備

　貫通通路（建築物の屋内外を通りぬけ、道路等の相互間を有効に連絡する一般に開放された歩行者通路）を整備する場合は 50％

とする。
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６ 実現に向けて講ずべき
措置

（参考図）

エ：広場状空地の整備

　拠点連携ゾーンＢにおいて、敷地面積が本方針３に定める規模以上で、敷地面積の 10% 以上を広場状空地（建築物の屋内外

に設けるもの、敷地等を貫通し広場と連続的に整備される通路を含むことができる）として整備する場合は 30% とする。

オ：壁面の位置の制限の強化

　　3 号壁面線に面する敷地において、高さ 4m 以下の部分の壁面後退を 1.5 ｍとした場合は 20％とする。

カ：生活支援施設の導入

　拠点連携ゾーンＢにおいて、１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入することに加え、地域に不足する又は特に駅前立地

が求められる生活支援施設（子育て支援施設、高齢者支援施設、地域交流施設等、生活拠点の形成に資する施設）を導入した場

合は 20％とする。なお、生活支援施設の導入に関する基準については別途定める。

キ：特定の道路以外への賑わい施設（商業施設等）の導入

　拠点連携ゾーンＢの本方針４-（２）- ①に定める道路（西 3・4・21 号線、一番通り、ひばり通り、ひばりが丘北通り）以

外の道路に面する敷地において、１階部分（共用部分を除く）へ賑わい施設（商業施設等）を導入した場合は 10% とする。
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〈 配置や規模を定め整備を進める施設 〉

公共・公益的施設

〈 配置や規模を特定せず
         計画の具体化に合わせて整備を進める施設 〉

凡例

街並み再生地区の区域

ひばりヶ丘駅北口地区　街並み再生方針図２（公共・公益的施設）
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ひばりヶ丘駅北口地区　街並み再生方針図３（建築物の壁面の位置の制限、高さの制限）
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公共・公益的施設
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主要交通動線沿道の敷地
650％

500％

400％
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400％
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450％

300％

センターゾーンＡの範囲

約 240％

主要交通動線沿道の敷地

その他の敷地

都市計画道路沿道の敷地
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容積割増①

容積割増②

基準容積率
の割増

容積率の
 最高限度

基準容積率

街並み再生の貢献項目②
【選択項目】

街並み再生の貢献項目①
【共通項目】

基準容積率

下図の見方

[参考図]街並み再生の貢献に基づく容積率の割増　- センターゾーンＡ -
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都市計画道路沿道の敷地 その他の敷地
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センターゾーンＢの範囲
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▲
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容積割増①

容積割増②
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の割増

容積率の
 最高限度

基準容積率

街並み再生の貢献項目②
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街並み再生の貢献項目①
【共通項目】

基準容積率

▲
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▲
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下図の見方

[参考図]　街並み再生の貢献に基づく容積率の割増　- センターゾーンＢ -
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[参考図]　街並み再生の貢献に基づく容積率の割増　- 拠点連携ゾーンＡ、拠点連携ゾーンＢ -
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